
令和５年度 ミュ－ジアム活性化事業 生涯学習課

○乙女デザイン-大正イマジュリィの世界-
  ［目指す姿］２・３
○北斎漫画-世界を驚かせたホクサイ・スケッチ-
  ［目指す姿］１・４
○旅する画家 藤田嗣治と斎藤真一
  ［目指す姿］２・３
○ナショナルジオグラフィック写真展 地球の真実
  ［目指す姿］１・３                                                  

県立美術館

◆新あきた元気創造プラン　重点戦略［戦略６　教育・人づくり戦略］ 

 ＜目指す姿６ 生涯にわたり学び続けられる環境の構築＞ 

 施策の方向性① 良質な文化芸術に親しむ機会の充実と文化遺産の保存・活用

         地域の魅力の発信・にぎわいの創出の拠点としての美術館、博物館 

◆現行博物館法　社会教育施設としての位置づけ 

   ①資料収集・保管、②展示・教育、③調査・研究を行う機関としての博物館 

◆改正博物館法（R5.4施行）

 ［文化芸術基本法との関連］

  ・文化施設としての役割の明確化

  ・まちづくり・国際交流、観光・産業、福祉等との連携

 ［文化財保護法との関連］

  ・地域文化財の計画的な保存・活用の促進

 ［文化観光振興法との関連］

  ・文化観光拠点施設としての役割

近代美術館

○小川忠博 縄文写真展
  ［目指す姿］１・３
○壮麗たる美の名品 皇室ゆかりの美術と秋田展
  ［目指す姿］２・４
○勇壮と奇想の絵師 歌川国芳
  ［目指す姿］１・３

県立博物館

○人形博覧会
  ［目指す姿］１・３・４

目
的

県民に魅力的で良質な展覧会を提供するとともに、観光需要に対応し、
地域の活性化に寄与する。

１．幅広い世代や県民ニーズに対応した親しみやすい展覧会
２．秋田県の文化芸術の良さを広く県内外に発信する展覧会
３．県民の知的好奇心を満たす展覧会
４．県内外の観光需要に対応し、地域の賑わいを創出する展覧会

目
指
す
姿

観
点

[ねらい]県民ニーズへの対応、調査研究成果の普及、県内外客の呼び込み
[展 示]国内外や秋田ゆかりの名品、郷土の自然・人文の価値ある資料
[工 夫]鑑賞方法・展示構成・付帯イベント・外部団体との連携の工夫

［実施方針の根拠］

評
価

（１）各館･･･運営協議会での外部評価＋来館者アンケート
（２）庁内･･･事業評価


